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第５回新常滑市民病院あり方検討委員会次第 

 

日時 平成２０年１０月２８日（火）午後２時００分～ 

場所 常滑市民病院 ５階大会議室 

 

１． 開会 
 

 

 

 

 

２．報告 

（１）第４回新常滑市民病院あり方検討委員会における議事要旨について・・・（資料１） 

 

 

 

 

 

３．議題 

（１）新常滑市民病院のあり方についての検討結果報告書について（案） 

新常滑市民病院のあり方について 検討結果報告書（概要）（案） 

・・・（資料２‐１） 

新常滑市民病院のあり方について 検討結果報告書（案）・・・（資料２‐２） 

 

 

４．その他 

 

 

 



  

開会 午後２時００分 

 

管理課長 定刻３分前です。会場にお見えになる方で、携帯電話をお持ちの方はマナーモード

に設定するか、電源をお切り下さい。 

委 員 長 定刻になりましたので、ただいまから第５回新常滑市民病院あり方検討委員会を開

催させていただきます。委員の皆様にはご多忙にも関わらず、第５回の委員会に出

席をいただきましてどうもありがとうございます。 

本日は、最後の委員会になります。委員会が終了しだい、検討がまとまりましたら、

市長に検討結果を報告させていただく予定となっております。 

本日の委員会は、別紙の次第に沿って始めていきたいと思いますので、よろしくお

願いします。それでは、まず、報告の１番「第４回新常滑市民病院あり方検討委員

会における議事要旨」について説明させていただきます。事務局お願いします。 

事 務 局 座って説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、報告の（１）「第４回新常滑市民病院あり方検討委員会における議事要旨」

について報告をさせていただきます。資料１をご覧いただきたいと存じます。前回

の会議で、委員の皆様からいただいた意見を整理いたしたものでございます。時間

の関係で内容説明は省略させていただきますが、皆様の発言趣旨と相違がございま

したら、ご指摘をいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

委 員 長 以上、簡単ですが「第４回新常滑市民病院あり方検討委員会にける議事要旨」につ

いての説明を終わりました。何か事前に読んでいただいて、ご指摘がございますで

しょうか。いいですか。 

では、この議題に関しては、終わって次の議題に入っていこうかと思います。 

今までに、計４回の新常滑市民病院あり方検討委員会が開かれて、その中で色々な

名言だとか、会の内容を代表する言葉が出てきました。そうした中で、次のような

５つが出てきたと、議長として僕は思います。第１番目として、常滑市民病院のあ

るべき姿として、医療従事者と患者との関係について、お互いに顔が見える病院で

あることが重要である、ということが言われました。それから２番目として、常滑

市民病院の存続の必要として、１つは地域医療を行うということ、もう１つは空港

対応の病院であるということ。その２つの大きな目標があるということが言われま

した。３番目として、病院間の連携にとってお互いが連携を必要とすることが最低

条件というか、相思相愛でなければいけないということも出ました。それから４番

目として、医療にはやっぱりお金が掛かるんだということ。それから、５番目とし

て、これ最後ですけども、入院患者数が少ない、例えば皮膚科の例が出て、常滑市

民病院の医療内容の維持というためには、皮膚科というのが必要であるということ

が、色々な事例を出されて検討されました。 

以上の５点が、この中で話された代表的な意見だったというふうに思います。具体

的というか、細かい事に関しては、これから議題の（１）に入っていきますけど、

「新常滑市民病院あり方検討委員会についての検討結果報告書」について、事務局

から話しをしていただきたいと思います。では、お願いします。 

事 務 局 それでは、議題の（１）番「新常滑市民病院のあり方について検討結果報告書」に

ついて説明をさせていただきます。このことにつきましては、委員の皆様には、ご

多忙にも関わらず新病院の移転につきまして、ご検討をいただきありがとうござい

ました。その内容を取りまとめさせていただきましたので、ご確認をいただき検討

結果として、市長に報告をするものでございます。尚、検討結果報告書は本編とそ



  

の概要で整理をいたしております。 

それではまず始めに、資料２‐１「検討結果報告書（概要）」をご覧いただきたいと

存じます。検討結果報告書の概要として、取りまとめたものでございまして、重要

な事になりますので、朗読をさせていただきます。 

本検討委員会において、新病院建設の必要性、新病院の基本的な機能、役割等のあ

り方について検討した結果（概要）を次のとおり報告する。 

１新病院の必要性 

常滑市民病院は、地域における中核的医療及び急性期医療を担っており、その役割

から引き続き存続する必要がある。あわせて中部国際空港直近病院としての役割を

担うとともに、施設の老朽化、医師の確保、経営改善といった課題に対応するため

に、また、市民アンケート結果※１を重視し、新病院を建設すべきである。 

※１：市民アンケートでは、「新病院を建設すべきである」との回答が６０．７％で

最も多い。 

２新病院の位置 

新病院の位置としては、用地が既に確保されていることや自然環境に恵まれている

こと、診療圏の拡大が期待されることから、また、市民アンケートの結果※２を重視

し、「常滑地区ニュータウン」とする。 

※２：市民アンケートでは、「常滑地区ニュータウン」との回答が４１．７％で最も

多い。 

３新病院の基本的な考え方 

新病院の基本理念及び基本方針については、現病院の役割、市民アンケートの結果
※３を踏まえ、次の項目を基本に今後策定すべきである。 

＜基本理念＞につきましては、３点整理をしております。 

○市民から信頼される病院、○地域医療の中核を担う病院、○質の高い安全な医療

の提供 

＜基本方針＞６点で整理をいたしております。 

○患者の権利を尊重し、信頼関係に基づく医療の提供、○地域に必要な急性期医療、

救急医療、高度医療、高齢者医療の提供、○地域の医療機関や保健・福祉機関との

連携による地域医療の向上と充実、○中部国際空港の直近病院としての医療体制の

整備、○医学・医療技術の研さんによる医療水準の向上、○健全な病院経営 

※３：市民アンケート（複数回答）では、新病院において充実して欲しい医療サー

ビスとして、「２４時間対応の救急医療体制」（７３．９％）、「小児医療や小児救急」

（４３．６％）、「高度医療や特殊医療を行う専門医療」（４３．２％）、「職員の質の

向上」（４２．７％）が多い。 

４新病院の機能と役割 

上記３の基本理念及び基本方針を踏まえ、新病院は次の機能及び役割を備えた病院

とすることを基本とする。 

＜病院機能＞７つ整理いたしております。 

○急性期医療及び高度医療の充実、○救急医療の充実、○高齢者医療の実践、○医

療・保健・福祉の連携、○中部国際空港の直近病院としての役割、○災害時医療の

整備、○研修及び教育機能の充実 

その下が＜具体的な内容＞でございます。 

○生活習慣病の診療、○がん診療の充実、○救急医療の充実、○高齢者医療の充実、

○地域における一般診療、○空港関連の医療、○災害医療の整備、○教育・研修機



  

能の整備、こういうふうになっております。 

５他の医療機関との再編等 

再編等については、当面の課題である救急医療確保等の視点から、議論することが

重要であり、現時点で、再編等を前提とした新病院計画は困難である。ただし、新

病院の基本的な考え方、機能、役割を確保することを基本に中長期的視野に立って、

再編等を広域で検討するものとする。 

６新病院の病床数 

新病院は、将来の人口趨勢、経営見通しを踏まえた上で、一般病床２５０床を基本

とする。ただし、新病院の建設費負担について、市の一般会計から多額の繰入金が

必要となることも想定されることから、今後の建設計画において建設費の縮減を検

討するとともに、経営改善を図ることとする。 

７新病院の診療科 

新病院は、急性期医療、救急医療を実践するなど、上記４の機能、医療サービスを

確保するとともに、総合病院としての医療体制を確保することから、現在の標榜診

療科を維持することを基本とする。 このようにまとめております。 

それでは続きまして、資料２‐２「検討結果報告書」をご覧いただきたいと存じま

す。表紙を一枚はねていただきまして、「はじめに」でございます。ここでは、検討

委員会委員長名で、検討を始めた経緯などを記述し、最後に、本検討委員会におい

て慎重に検討を重ね、市民の医療ニーズ、本市の特殊性、本院の置かれた医療環境

や将来の経営見通しを踏まえ、新病院のあり方について、次のとおり検討結果をま

とめたので、ここに報告する。このように結んでおります。 

次のページから４回に渡り議論をいただいた時の議論のベースにさせていただきま

した資料、それから検討内容を整理いたしております。 

最初に目次でございます。１ページから４ページが現状と課題で、６ページから２

０ページが検討内容。それから、２１ページから２４ページが資料と、こういうふ

うに整理をいたしております。 

それでは、１ページをご覧下さい。ここから５ページまでが、第１「常滑市民病院

の現状と課題」でありまして、内容につきましては、前回までの委員会で説明をさ

せていただきましたので、本日は、詳細は省略させていただき、項目等の概要説明

とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

まず、１「常滑市民病院の現状」（１）『概要』でございますが、表にありますよう

に、３００床・１９診療科でございますが、現在は２７８床で、医師退職により産

科を休診しているという状況でございます。 

続きまして、（２）『患者数の推移』になりますが、１日平均入院患者数は、２００

人前後で、外来患者数は減少傾向で、平成１９年度は７３０人、こういうふうにな

っております。 

次に、２ページをお願いいたします。（３）『経営状況』でございますが、一般会計

からの多額の繰入があった平成１８年度を除きまして、その表にございますように、

経常損益はマイナスとなっております。 

それから（４）『域に果たしている役割』でございますが、表にありますように、常

滑市民病院における常滑市民の割合や、救急出動における本院への搬送割合は、８

０％を超え、地域の中核病院として、大変重要な役割を担っております。 

続きまして、３ページでございます。２「常滑市民病院の課題」になりますが、４

点で整理をしてございます。まず、１点目、施設の老朽化が進んでいること。それ



  

から２点目が、中部国際空港の直近病院として、現在は役割を果たすことが困難な

こと。それから３点目、現病院では医師確保は困難であること。４点目、現病院で

は経営改善に限界があること。このような点を課題として上げております。 

４ページから５ページでございます。３「経営改善の必要性」でございまして、国

が示した『公立病院改革ガイドライン』あるいは、『地方公共団体の財政の健全化に

関する法律』と私どもの経営改善との関係を整理いたしております。 

それから、５ページの（３）『市の財政状況』では、市の財政状況は、現状のままで

は大きな財源不足が見込まれていること。また、国の法制度改革から、短期的によ

り一層の経営改善を図ることが必要であると。こういうふうにまとめております。 

それでは、続きまして、６ページでございます。このページ以降が「検討委員会に

おける検討内容」でございます。まず、１「新病院の必要性」につきましては、現

病院の地域における役割を整理し、新病院の必要性について、検討をいたしました。 

（１）『常滑市民病院の地域における役割』でございますが、本院は、利用者から医

師の顔が見えている身近な病院であり、地域における中核的医療及び急性期医療を

担っており、地域医療の質を維持するためにも引き続き存続する必要がある。この

ような結論でございます。 

次に、（２）『新病院建設の必要性』でございます。地域における中核的医療及び急

性期医療を、また、中部国際空港直近病院としての役割を担うと共に、施設の老朽

化、医師の確保、経営改善といった課題に対応するために、また、市民アンケート

結果を重視し、新病院を建設すべきである。こういう結論でございます。 

続きまして、７ページでございます。２「新病院の位置」でございますが、「常滑地

区ニュータウン」と「中部臨空都市・空港対岸部」の２候補地の得失をそこで整理

いたしております。８ページ、（２）『新病院の位置』でございますが、経営的、経

済的あるいは診療圏の拡大、市民アンケート結果などから、「常滑地区ニュータウン」

が適しているとの結論であります。尚、公共交通機関の整備など、市民の利便性に

配慮した措置が必要といたしております。 

９ページでございます。３「新病院の基本的な考え方」では、地域の医療ニーズを

踏まえ検討をいたしました。（１）『地域の医療ニーズ』では、救急医療や高度医療

等の必要性が検討されました。次に（２）『新病院の基本的な考え方』といたしまし

て、地域医療における基幹的、中核的役割を担うと共に、地域における医療・保健・

福祉の中心的な役割を担い、地域医療を継続確保することによって、住民に対し、

質の高い安全な医療を提供し、その期待に応えていく必要がある。こういうふうに

いたしております。次に（３）『新病院の基本的理念と基本方針』ですが、先ほどの

概要の中でご説明させていただきましたように、１０ページに項目を書いてござい

ますので、先ほどの説明と同じですが、今後検討し明文化すると、いうものでござ

います。 

それから、続きまして、１１ページでございます。４「新市民病院の機能と役割」

でございますが、医療技術や地域の医療需要、医療サービスの変化に対応できる質

の高い診療機能をもった、市民のための地域の中核病院として整備することとし、

具体的には＜病院機能＞として７項目、＜具体的な内容＞として８項目を挙げてお

ります。 

次に、１２ページ、５「他の医療機関との再編等」でございますが、（１）『公的病

院の再編等の状況』でございますが、ここでは他市の例を掲げております。（２）『再

編等の実現性』で、連携を望む人は多い、あるいは、センター・サテライト方式は



  

選択が出来ない、あるいは、相互互恵的な連携でないと再編等は不可能である、な

どの意見があり、再編等については、当面の課題である救急医療確保の視点から議

論する事は重要であり、現時点では、再編等前提としました新病院計画は困難であ

る。ただし、新病院の基本的な考え方、機能、役割を確保することを基本に、中長

期的視野に立って再編等を広域で検討するものといたしました。 

続きまして、１４ページでございます。６「新病院の病床数」でございますが、必

要病床数を第４次総合計画と直近の人口趨勢による将来人口から推計し、３００床、

２５０床、２１０床の３ケースを想定いたしました。 

１５ページ、（２）『新病院の建設費』になりますが、ここでは、一定の条件を設定

し、試算をいたしました。３００床では約１，２２４千万円、２５０床では１，０

４９千万円、２１０床では９０３千万円の試算結果となりました。 

続きまして、（３）『新病院の経営見通し』では、ここでも一定条件を設定し、①で

各ケースの支出総額を、②で事業収支を、③で一般会計繰入額を試算いたしました。

１７ページ、④まとめといたしまして、新病院については、経営上、いずれのケー

スも一般会計からの繰入れが必要となり、一般会計繰入額の観点からみた場合、今

回の試算の中では、２５０床のケースが最も経営効率が高い、こういう結果になり

ました。 

次に１８ページ（４）『新病院の病床数』ですが、現在の１日当りの平均入院患者数

が、１９０人であること、将来の人口趨勢、在院日数を踏まえれば、２５０床が妥

当であり経営見通しの試算結果から、また、経営効率の観点からも２５０床を基本

とすることが妥当であるとの結論に達しました。また、年間約８億円規模の一般会

計からの繰入金が必要となることから、新病院建設につきましては、十分に市民の

理解を得ることが重要であり、このために病院は経営努力によって経営改善を図る

必要がある。こういうふうにいたしました。 

続きまして、１９ページでございます。７「新病院の診療科」についてでございま

すが、現在の各診療科の受診状況を踏まえ、必要な診療科を検討いたしました。（２）

『新病院の診療科』でございますが、必ずしも、入院の必要のない診療科について

は、患者数の推移からみて廃止を検討すべきではないのか、という意見がありまし

たが、診療科を廃止することは、本院全体の医療サービスが低下することとなり、

本院全体の評価が低くなることにもつながる。また、医師にとっても、特に総合病

院の場合、様々な診療科があることによって、医療体制が整備され、質の高い医療

を提供することが可能となる。こういう意見が出されました。本院は、急性期医療、

救急医療を含めて国が提唱する４疾病５事業を基本とし、これらを実践するに見合

った診療科を揃える必要があり、このため、少なくとも現在の診療科は維持すべき

であるといたしました。尚、現在の標榜診療科を維持する場合においても、患者数

や医療収入が減少している診療科、収支均衡が図られていない診療科については、

その原因について、十分に検証する必要がある、といたしております。 

続きまして、２０ページでございます。８「各検討事項の共通点」でございますが、

検討委員会で論議をいただく中で、常に共通の課題として、病院の経営改善あるい

は、医師の確保が委員の皆様から指摘をいただきましたので、改めて整理をさせて

いただきました。（１）『病院の経営改善』では、新病院建設について、市民の理解

を得る必要があり、そのためには、現病院の経営改善を図ることが重要である、と

いたしております。（２）『医師の確保』では、本院においても、医師不足は深刻で

あり医師を確保するために、医師にとって、体制・施設整備の面から魅力的な病院



  

とすることが重要である、といたしております。 

最後になりますが、２１ページから資料でございます。資料１としまして「新常滑

市民病院あり方検討委員会設置要綱」、２２ページが資料２「検討委員会委員名簿」

であります。それから、２３ページが、資料３「検討委員会の開催状況」、それから、

２４ページから２８ページでございますが、資料４「新常滑市民病院の建設に関す

る市民アンケート」を添付いたしております。以上、説明とさせていただきます。 

委 員 長 以上で、「新常滑市民病院のあり方についての検討結果報告書について」の説明が終

わりました。皆様のご意見をお伺いしたいと思います。何かございますでしょうか。

今日が最後になります。検討しだいによっては、わかりませんが、意見とか、言い

足りなかった事だとか、この報告書についての思いとかを、お一人ずつ話していた

だきたいと思います。片山委員さんからお願いできますか。 

片山委員 今まで５回目で、これでまとめになると思いますが、私としましては、ちょっと心

配な事があります。それは、経営改善という面でどういうふうにこれからやってい

かれるのか、という点が全く話し合われていませんし、その点がちょっと心配な面

でありますし、少しここでお話をいただければ嬉しいと思いますけど。まだ、ここ

ではそういうお話は、できかねますでしょうか。 

委 員 長 事務局どうですか。 

事 務 局 経営改善につきまして、少し状況を簡単に説明させていただきます。今、おっしゃ

られるように、経営改善につきましては非常に重要なことと、病院全体で認識いた

しております。特に経営分析をすると、非常に厳しいと、これはずっと前からそう

なのですが、そういうこともありまして、昨年２月に院内に経営改善推進委員会を

設けました。それで、各部署の代表の委員で構成いたしておりまして、この病院で

どういうことを改善していったら良いのかというようなところを、具体的に話しを

しております。その時に、アドバイザーとして経営のコンサルタントにも入ってい

ただきまして、具体的にどういうことを目指します、それから、どういう金額が出

ますか、というところを整理いたしまして、昨年度結果といたしましては、概ねで

ございますが、７千万円ほどの効果額を出しております。今年度は、もう少し増や

して、そのことだけでも１億数千万円くらいの効果額を出していきたいと考えてお

ります。それから、もう少し大きな話しをさせていただきますと、この検討委員会

の中でも少し話をしましたが、国の方から病院の改革につきましてガイドラインが

示されました。その中で、病院の改革プランを策定すべしということでありまして、

只今、そのプランを策定中でございます。それを国に報告します。今、こういう手

続きをとっております。その中で特に言われておりますのが、一つは経営改善、そ

れから連携、それから経営形態の見直しと、こういう３点につきまして、国の方か

らきちんと整理しなさいと、今、これについて取り組んでいるところでございます。

今年度中に策定をし、皆さんにお示ししたいと考えております。これに基づいて経

営改善をきちんとやっていきたいと、それで新病院建設につなげていきたいと、こ

のように事務局としては考えております。以上です。 

委 員 長 これに関してご意見はございますか。やはり、経営状態がよくないのは、確かでし

て、なおかつ、この委員会の議論の中でもあったのですが、やはり基本的には、医

師確保が一番大きくて、どこの病院でも医師がいなくなると、どんと経営が悪くな

る。ですから、いかに医師を確保するかということが、今後もすごく重要なことで

す。医師がいれば収入源というか、元があるわけで、そこが今後どういう形になっ

ていくかが一番の事ではないかと思います。それ以外の改善すべきものというのは、



  

どんどん改善していくべきで、一番重要なところは、やはり、一番の収入の元とな

る医師が確保できるかというところが大きいと思います。今のところそんな事しか

言えないのですが、よろしいでしょうか。 

片山委員 それから、もう一つですけども、経営改善はそれとして、どうしたら患者が増える

かということの案を色々検討してみえるかと思いますが、例えば、夜間開院すると

か、日曜日とか、土曜日とかに開院するというような方法をとれば、今よりもっと

たくさんの患者さんがみえるのではないかと思います。カットする面も大変必要か

と思いますが、今の病院の診療時間帯の見直しというものも、患者を呼び寄せるた

めには、考えていただくことも必要かと思います。耳鼻咽喉科が、市内に一つでき

たそうです。大変繁盛していて、待ち時間が長くて帰ってきたという声も聞きまし

た。ですから、夜だったら皆さん行けれるということで、そういうことも市民病院

で、もしできるとすれば、また違う患者の増え方があると思いますので、そういう

ことも少し検討していただけたらと思います。 

委 員 長 ありがとうございます。実は、経営改善推進委員会でも、そういう話が出ていまし

て、例えば、耳鼻科の夜間診療ができないかというようなことも検討しているので

すが、なかなか難しい面も多々あります。でも、提案としては、すごく理解できま

すので、そこに関しては、これからも追及していきたいと思います。では、次に、

高木委員お願いします。 

高木委員 こういう答申になった事についてですね、今、常滑市民病院を維持して、再建すべ

しということに至った経緯を、もう一度きちんと押さえておかなくてはいけないだ

ろうと思う。まず、アンケート調査をやられた。それから、個人的にも色々な人の

意見を僕なんかは聞いてみた。それから、色々な人の意見が出て、常滑市民の過半

がこの病院を非常に頼りにしている。そして２４時間、本当に困った時には診てく

れる、入院もさせてくれる、それから、治療はできるのだけど、手に負えないとわ

かったら、しかるべく病院を紹介してくれる。常滑市民に非常に大きな安心を与え

てくれる。そういう良質な医療ないし人、良質な医の心を持っている病院というの

は、今、全国的にみて非常に数が少なくなってきている。そういうのを、維持する

には、基本的には僕は、やっぱり公立病院の方が望ましいだろうというふうに思っ

ているのですが、そういう良質な医療を担ってきた公立病院を、絶対に潰してはい

けないのだということが、前提としてあってこういう答申になってきたということ

を、それをやっぱり押さえておきたいと思うのです。 

それに伴って、例えば、経営状態があまり良くないという事の最大の要因は、こう

いうことを言っていいのかどうかわからないのですけど、看護師さんの高給にある

のですね。そういうところをばっさりやって本当にいいのかどうかという問題を、

本当に真剣に考えなければいけない。僕はそれは好ましくないと思っているもので

すから。総合的に、こういうような、市民の珍しく理解を強く得られている病院を

潰さないためには、今言った看護師さんの問題も含めて考えると、やはり、これか

らも赤字は続くだろうと。市民に安心を与えるために、そういうものを維持するの

であるならば、それは、市長さん始め、隣にみえる副市長さんも、その辺をきちん

と市民に説明できなければ駄目だろうと。駄目だろうという言葉は非常に恐縮です

が、それなら、ご破算にしてやめた方かいいと、そういう思いが僕自身にはありま

す。患者さんを増やすことが、必ずしも良い事かというと、僕は長いこと臨床をや

ってきたのですが、思わないですね。余裕が無くなって、一人に対する対応が、や

っぱりどうしても粗末になります。余裕があった事が、常滑市民病院の市民の支持



  

を得てきた部分でもあるだろうと。それから、やっぱり非採算の部門にそれなりに

力を注いだと、そういうことも含めて、経営の問題は、今、事務長さんが言われた

ように、これからもきちっとやっていくだろと思うのですが、それでもなおかつ、

赤字が出るのなら、それを支えていくのだと。それを積極的に、市長さん始め、市

民に説明するのだ、その前提の上で、僕はこういうことを言うのは非常に恐縮なの

ですが、市民の方全員が、それから先ほども伊藤委員にもお願いしたのですが、医

師会も全面的にバックアップすると、そういう、その非常に強い力がそこに働かな

いと、この話しは成立しないだろうと思うのです。それを改めて事態の重要性を、

やっぱり覚悟を決めないといけないのではないかと。 

それからもう一点、その過程の中で、今、ご承知のような経済情勢で、これからも

っと色々な問題が出てくるかもしれない。それを今言ったような市民の安全・安心

のために、それを絶対にこの病院を維持するのだという信念の基にですね、これか

ら出てくるであろう困難を乗り越える覚悟もやはり必要だろうと思います。以上で

す。 

委 員 長 では、古川委員お願いします。 

古川委員 ５回にわたりまして、委員の皆様方、本当にありがとうございました。今回で、最

終回ということでございますけれど、私も、市の執行部の立場から委員会に参加さ

せていただきまして、色々勉強させてもらいました。本当に色々と貴重なご意見を

賜ったわけでございますけれども、やはり、常滑市という地域の特異性と申します

か、周囲には、知多市民病院、半田市立病院もありますけれども、やはり位置的に

は、また、救急面からしても遠いかなということもございます。また、産科の病院

につきましても、市内には開業がされていないという、実際の現実の環境、常滑市

独自の特異的な環境がございます。そういったこともよく認識もさせてもらってお

ります。そうした意味で、行政としましては、市民の命だとか健康を守るというの

が使命でございます。そういった意味から、総合病院というものは、この地域には

必要と考えますけれども、やはり、高木委員からもご意見をいただきましたように、

医療環境の問題、これから懸念されます医師不足の問題もございます。それからま

た、市の財政状況ということで、今５万人の中小都市と申しますか、そうしたとこ

ろで、単独の総合病院を経営していく環境としては、非常に厳しいというのが現実

でございますけれども、今申しましたような常滑市の状況を踏まえますと、それを

乗り切っていくためには、今、高木先生が申されましたように、本当に、私どもが

きちんと市民の方に理解をしていただくために説明をし、あるいは、やはり市民の

皆さんが常滑市民病院を守るのだと、それから、医師会の皆さん方にもご協力をい

ただくなど、本当に、地域が一丸となって、常滑に総合病院を維持していくという

決意と、それからまた、同時に魅力づくり、先生方にも来ていただける魅力づくり

をしっかりとしていく必要があると、そういう思いでございます。 

委 員 長 お願いします。 

田上委員 私も、先ほどもお話があったのですが、市民病院のあり方ということで、何のため

にあるのかなと考えていくと、やはり、安心して安全な生活を送れる、働ける環境

があると、そこが最大の目的だろうなというのが、私自身思っているところです。

その中でも、やはり、病院の経営状況ですとか、市の財政状況を含めて、市民の方

は非常に不安を持っているというのが、現状なのだろうなと思っています。そうい

う中で、その不安を少しでも解消するにはどうしたらいいのかというところを考え

ていくと、やはり先ほどもあったように、きちんと説明をして、きちんと理解いた



  

だいて、行動に移していくと。本当に単純なシンプルなことというのを、まず、き

ちんとやっていくというところなのだろうなと、私は考えています。今回、このよ

うな会に参加させていただいて、全然知識不足で分からないところも沢山あったの

ですが、非常に勉強になって、そういうこともあるのだなという、色々な考え方を

することが出来たと思っています。このような会で検討したことですとか、これか

らこの報告書を市に出して、市の方でもう一度、どうあるべきかを検討していただ

けるというふうに思っています。そこで、私がお願いしたいのは、きちんと市民の

方に、本当に分かりやすくシンプルに伝えていただいて、ではどういう行動を起し

て、どういう形という結論に至ったのだよ、というところをきちんと説明していた

だけるように、報告書を提出される時には、お願いをしたいなと。そこがしっかり

出来れば、市民の方も理解をいただいて、それで、厳しい意見もあるかもしれませ

んけど、意見をいただけて、それが本当に最善の方向に向かっていくのかなという

ふうに思っています。それから、この会、今後も含めて、本当にシンプルに市民の

方に、現状、今後の方向性というのを示していただきたいというのが、今回この委

員会に参加させていただいて、私が考えたところになります。この件は、報告時に

よろしくお願いします。以上です。 

委 員 長 では、お願いします。 

杉江委員 あまり知識がない上に、欠席がちで、大変申し訳ございませんでした。今、色々な

お話を聞いておりますと、本当に、この新しい病院を造るというのは、多額な資金

が要って、それが取り返せるかどうかというと、なかなか運営していく上で大変だ

ということが事実だということは、周りの色々な病院の状況から見ても、そういう

ことが想像できるわけですけれども。今日、答申を市長の方に出すという中で、２

５０床で、ニュータウンでやるという話、それから、先ほど委員長からお話があり

ましたように、何が一番大事かというのは、医師を確保することが、とにかく一番

大事だと。２５０床の新病院を造った、それで医師が集まらなかったとしたら、一

番最低なことになるわけでありまして、では、絶対に新病院が出来たら思うように

医師が来るかという担保が無いわけでありまして、その辺をどういうふうに考えて

いくかということが、赤字云々という事も当然あるわけですが、大きな問題になる

と思うのです。 

私は、ちょっと極端な言い方かもしれませんけれども、これは、常滑市民病院を造

るという話で、これやっておりますよね。前回、出た時に、半田と一緒にしたらど

うでしょうかというと、それも大変難しいとか、色々あったのですが、これは、こ

れからは政治的な判断の中で、例えば、阿久比、武豊という、町に病院のない所で

すね。常滑がお金を出すのですが、仮に、阿久比町なり武豊町が、自分達が一銭も

お金を出さなくても済んでいる町なものですから、どういうようになるかは、わか

らないのですが、例えば、名前を、常武阿久比病院とするとか。要するに、広域な

病院とするということで、医師を確保するというか、広域でやっているから、医者

をどうしても置かなくてはいけないのだというような病院にしていかないと、１０

０億、そして運営費を入れたら１４０から１５０億かかるかもしれませんけれども、

そういう病院を造ったとしてもですね、建物は新しいけれども、先生がいないと。

先生を確保するための施策として、どういうような施策が政治的にできるかという

と、広域でその病院をやっていくと。だから、常滑が表に立って、我々が出したお

金だということを、表に出せばうまくいきませんけれども、そういうところと一緒

の名前をつけて、我々は下に潜ってもいいから、名前は抑えてでもいいからやって、



  

先生を確保して、広域的な病院だから、先生はどうしても送らなくてはいけないの

だというような病院にしていって、運営をしていく必要があるだろう、ということ

を自分としては、出来るか出来ないかはわかりませんが、一つの方法として、そう

いう考えを持つべきではないかと思うわけです。それで、先ほど、経営改善という

お話がありまして、色々と経営改善というのは、言葉で言うのは簡単ですけれども、

なかなか難しい。やはり、それはそれで、他でどうやって地域として金を作ってい

くかということを、考えていかないと、この穴埋めはできないだろうと。だから、

病院で黒字にするとかいうことは、夢ではありますけれども、難しいから、それは

市長として、どういう方法で金を得て、せっかく地域の病院を造ったのを、穴埋め

していけるかということを、今後ですね、考えていってもらいたい。だから、ここ

からは、ある程度、政治的な動きというか、先生を確保するために、どういう方法

をすれば、先生が確保できるかということですね。先に考えて、常滑がお金を出し

たから、自分達が頭にいくのだという考えを捨てる覚悟でいかないと。何事もうま

くやるにはですね、ある程度自分が損をするくらいのつもりでないと、事はうまく

いかないと思うのですよ。 

だから、それが、病院を造っても、先生は来ない、何は来ないでは、最悪な状況に

なりますので、私は、ある程度、それくらいの気持ちで、病院を造るなら造るとい

う形をとっていくということを、今日、答申になりますけれども、政治的な運動に

なりますけれども、それくらいの考えを持ってやっていただきたいと、そういうふ

うに思っております。 

委 員 長 どうしましょう。議論をし始めると大きな問題になってくると思うのですが。 

杉江委員 私は、そう思っているというだけでいいです。 

委 員 長 この議論の中で、連携ということの中に、それが一つ入ってくると思うのですが、

中で言われていたのは、僕も思っていることなのですけど、常滑市民病院だけで、

これから知多半島の中で存続できるかというと、それはとても難しいところがある。

例えば、半田だとか、知多・東海との中で、今後検討していくことだと思うのです

が、やはり、一つの企業体みたいな感じでやるというか、今、杉江委員が言われた

ような連携というか、大同団結というか、その中で、医師を確保していくというよ

うなことが、たぶん必要になってくるのではないかと思います。それを、どういう

形で展開していくかは、また、政治的な問題もありますし、検討しなきゃいけない

と思うのです。ちょっと、それをまた今日始めると。 

杉江委員 だからこれとは別ですけれども。出すことはこれで、大体出していくということで。    

委 員 長 今後の問題として、それがあるということですね。 

杉江委員 委員の方が、医師の確保というのが、一番の問題だと言われて、そのとおりだと思

うものですから。 

委 員 長 はい。わかりました。では、伊藤委員お願いします。 

伊藤委員 医師の確保ということなのですけれども、一般的にはですね、現状この常滑市民病

院ですと、まあ建物はボロボロだし、設備はなんとかあるけれども、ということで、

新しい研修医ですね、そういう方が集まらないと思う。まず、孫にも衣装で、建物

を建てて、あそこの病院、少し綺麗になった、とか、そういう、一つでもアピール

があれば、新しいドクターもかなり触手を動かすと思います。ただ、現状のこの体

制では、医者も集まるものも集まらないような状況です。そんなようなことで、是

非、新しい病院を造られたほうが良いとは思います。あと、皆さん色々なご意見を

おっしゃっていますけれども、正しいことは、正しいと思いますし、私自身も、こ



  

ういう経済的な不安も少しありますけれども、是非、新しい病院を建てていただき

たいという、私の意見でございます。よろしくお願いします。 

副委員長 病院関係者として、今回、色々とご議論をいただきましてありがとうございました。

病院の中で働いている側から言いますと、とても今の世の中が求めている病院の水

準からほど遠くなっておりますので、このままではどんどん衰退していくしかない

と。今の話で、研修医に対して、若い医師の供給は、大学から送られるか、研修医

をとるか、それか、なんらかの個人的な事情で来るかということなのです。今まで

は、医師の供給の話しに絞りますと、大学から多くは送っていただいていたのです。

それが、大学そのものに人が少なくなったということと、送れなくなってきたと。

それと、病院の格差。例えば、半田と常滑を比較すれば、当然、半田の方が大規模

病院で、センター病院ですから、大学としてはそちらへ送りたいと思うわけです。

そういう中で、はっきり言って常滑市民病院は、残念ながら送るか送らないかのぎ

りぎりのグレードのところで、内容を高めるというか、それなりの医療圏としての

地位を明らかにして機能を明確にすれば、まあ送ってくれるかもしれない。それか

ら、若い人については、やはりそういう、働きやすい、きちんとした診療ができる、

ということを提示しないと来ませんので、非常に厳しいなと。だから是非とも建て

直していただきたいということで、そういった方向で答申が出ると非常にありがた

いことだなと思っています。 

私は、このあり方検討委員会の中の議論について、一番良かったことは、病院の状

況、病院の思いというのが、実は市民の方とすごく距離があったのです。片一方で、

病院の状況がよく分からないということが、市民アンケートを取ったりですね、あ

るいは、こういうディスカッションの中で、市民の一部の方かもしれませんけれど

も、非常に意識の高い方々に議論を聞いていただいて、理解してもらえたというこ

とが、私は一番良かったのかなと。先ほど、今後のプロセスについても、きちんと

した説明をしなくてはいけないというお話が出ましたが、全くそのとおりで、決し

て経営もバラ色とは思いませんし、厳しいという風に思っておりますけれども、た

だ、私は、常滑が一番苦しいのは診療圏が狭いことだと思っているのですね。４万

人位では、やはりしんどいと。やはり、５万人６万人、６万人位になるとかなりい

けるかなと思うのですが。ですから、交通事情の良い所に行って、目立つものを造

れば、そして質の高いものを造る事が出来れば、経営も良い方向に向かうかなと思

っています。ただ、それは、確実かどうかはわかりません。ただ、苦しいところは、

厳しいところはですね、はっきり言って、一つは、単独で今までは病院が決められ

たのが、やはり医師不足だとか経営の問題で、国から面的にきちんと再編を考えて

くださいということが出てきたということですね。ですから、何らかの形で、今後

も、そういう再編議論に常滑は関与していかなければならない。どれだけ自分達の、

ここで、とりあえず決められた基本機能を果たせるか分かりませんけれども、そう

いった中で、話しに関わっていくのかなと思います。それは、一緒になる、建物を

一緒にするというのも一つのやり方ですし、お互いに患者のやりとりをきちんとし

ていくと。少なくとも患者のやりとりについては、今後もきちんと連携を図らなく

てはいけないのではないかなという風に思っています。 

医師の供給にもう一回戻りますけれども、非常に難しいのですけども、なんとか市

民の人の熱意、それから、病院の機能を上げることによって、確保に努めたいとい

うふうに思っております。これは、一つの常滑市としての、意思表示のステップか

とも思いますけれども、先ほども杉江委員がおっしゃったように、これから先は、



  

まだ色んなものが、ハードルがあるなというように思っています。以上です。 

荒尾委員 途中で参加ということで、なかなか議論に参加できませんでしたけれども、今、お

話があったように、空港ができて一挙に１万人くらい居住者が増えたら常滑市民病

院も良かったと思いますけれども。なかなか今は、非常に厳しい状況にありますが、

空港はここから動いていくことはできないので、航空会社はすぐ、セントレアへは

飛ばさないという決断さえすればいいというような部分もありますけれども、なん

とか頑張ってですね、やはり、病院の診療圏でも背後圏で５万人というのもありま

したけれども、空港でもやっぱり、国際線で１千万人くらい運ぶような時代になる

と、またちょっと変わってくるような気がしておりまして、そういうのを、目指し

たいと思っていますので、なんとか歯を食いしばって、ここを乗り切ろうとは思っ

ておりますので。そういう意味で、貢献できたらという風に思っています。まずは、

そのためにも、きちんとした病院も無いようなエリアに人が住んでくれるかどうか、

まあ、きちんとした病院かどうかというのも議論があるかとは思いますが、そうい

うものが、一通りは揃っているような町で、空港で働くとか、空港に関連した所で

商売をしていただくというようなこともあるかもしれませんので、そういう意味で、

私どもの方も頑張っていきたいと思います。 

それから、空港という大きなプロジェクトをやってまいりましたし、非常に借金も

まだ抱えているわけでありますので、経営というのは、非常に苦しいのですけれど

も、やはり、計画をしてそれを実行するというのは、まあ、それはしょうがなしに

誰でもやるわけですけれども、今、私どもが反省しているのは、チェックをして、

何かが変わったら、それに対してきちんと対応するとか、それをもう１回考え直す

とか、そこら辺がせっかく決めたことだとか、予算が取ってあるからだとかで、思

い切り使い切ってしまうというのが、今も問題になっている公共プロジェクトのや

り方の大きな欠陥だと思います。我々はその中で、多分、日本で最初で最後のプロ

ジェクトで、元々の当初予算を余らしてしまった。これも、当初予算も国の方が色々

な水準に基づいて作った予算ですから、本当にいくらかかるべきか、かけるべきか、

という議論はせずに予算があったわけですから。関空は、それを思い切り使って、

それでも足りなくてという状況になって、やはり、関西圏の空港だからということ

で、造って、今も非常に苦しんでいますけれども、ある程度、我々はそれに成功し

て、開港直後から黒字という経営になってしまいましたけれども、それも大きな借

金を抱えていると、なかなかこういう状況が変化してくると対応がしにくいという

こともございます。ただ、病院の場合は、そういう景気動向というあれではないで

しょうけれども、やはり、これまで議論があったような病院として自立し、今もお

話にありましたように、認められて好意的に使われるというようなところを目指し

ていきながらも、やはり、状況等が変化するでしょうから、それにはきちんとよく

よく考えて、勇気を持って対応していただくという心構えでいけば、市民の方の賛

同も得られて、皆さんに使いやすく、知多半島の常滑の市が造った病院だというこ

とで利用されていくのではないかと期待をしているところでございます。以上です。 

委 員 長 ありがとうございました。他に何か話しをしたい、意見を出したいという方は。 

片山委員 ちょっとすいません。 

委 員 長 どうぞ。 

片山委員 病院設立については、私、「男女共同参画ネットとこなめ」というところから出させ

ていただいているのですが、女性の声というか、女性の視点を何事にも入れていた

だくと、色々な面で内容が変わってくると思います。経営に関しても、看護師さん



  

の意見を入れるだとか、今度、造る段階で、色々な声を吸い上げて、それを一つに

するとか、それから、設計についても、特に産婦人科とか小児科とか、癒しの空間

とかは、女性の視点の方が、私は男性の方よりも相当優れているように思いますの

で、そういうところに、どうせ造るならば、後でしまったと思わないように、そう

いう意見や声を取り入れ、設計士さんも女性を入れてもらうとか、そういうことで、

またちょっと違った病院になってくるのではないかと思いますので、是非、よろし

くお願いします。 

委 員 長 他に何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

一応、議論が出尽くしたと思うので、この辺にしようかと思うのですけれども、今

のお話の中で、やはり、地域が一丸となって、そのためには、市民にしっかり説明

をして、市民の安全・安心のために造っていく、そのための非常に大きな覚悟が必

要なのではないかという意見が出たと思います。一応、この議題についての議論は

終わって、先ほどお話ししましたように、市長に新常滑市民病院のあり方について

の検討結果の報告をしたいと思います。 

     市長をこちらへ呼んで、答申書を渡そうと思います。しばらくお待ち下さい。 

 

 

     ≪新常滑市民病院のあり方についての検討結果市長報告≫ 

 

委 員 長 ５回にわたって、あり方検討委員会を行いまして、その検討結果の報告書を提出し

たいと思います。 

新常滑市民病院のあり方についての検討結果報告書 

平成２０年１０月２８日 

常滑市長 片岡憲彦 殿 

あり方検討委員会委員長 鈴木勝一 

     本検討委員会は、新常滑市民病院の建設にあたり、地域医療を担う自治体病院とし

ての機能、役割等、そのあり方について検討するために設置されました。検討委員

会は、平成２０年５月１６日から１０月２８日までの間、全５回開催し、必要性、

位置、基本的な考え方、他の医療機関との再編、病床数、診療科等について、各委

員の立場から幅広い議論をいただき、慎重に検討を重ね、市民の医療ニーズ、本市

の特殊性、本院の置かれた医療環境や、将来の経営見通しを踏まえた新病院のあり

方について、次のとおり検討結果をまとめましたので、報告いたします。 

よろしくお願いいたします。 

市  長 どうもありがとうございました。今も委員長から話がありましたように、本当に、

５月から５回に渡って、このあり方検討委員会を開催していただきまして、誠にあ

りかとうございました。常滑市民病院というか、日本の医療をとりまく環境という

のはすごく厳しいということを思っていますし、また、１９年度のですね、常滑市

民病院の資金不足比率も出たわけですけれども、これも２８％ということで、基準

が２０％でありますので、それも超えているということになります。ただ、地域医

療ということであれば、皆さんのこの検討結果の報告書を見させていただきまして、

今後、新病院につきましてはですね、議会、また、市の考え方も踏まえて、最終的

には、年内、あるいは、年明け早々には結論を出したいという風に思っております。

本当に、忙しい中、大変ありがとうございました。 

委 員 長 委員長としても一言、最後に言っておきたいと思います。 



  

ご多忙の中、何回も来ていただきまして、どうもありがとうございました。ただ、

今、市の現状というのは非常に厳しくて、日本全体の不況というのもありますし、

常滑市の財政事情が非常に厳しいというのはよく理解しているつもりなのですけど、

ただ、常滑市民病院は、職員の努力で救急患者の受け入れをずっとやってきて、こ

の２４時間患者を受け入れるというようなことは、他のこの規模の病院ではあまり

無いと思います。高木委員が言われたように、やはり誇るべきものがある。その誇

るべきものを、今ここで潰すかどうかというところがあると思います。そういうこ

とを、市民にしっかり話さないと駄目じゃないかと。最近、医師不足で色々なこと

がちょこちょこ起こってきて、そうすると、市民がすごく怒るんですね。病院に対

して。でも、怒るということは、今まですごく一生懸命僕らがやってきて、一つの

医療水準を確保してきたわけで、それに対して、今後もそれを確保しようと思った

ら、やはり、市民の方も考えていただいて、決意を持ってもらわないといけない。

だから、今後、何を削って何をやるのか、『市民病院を造らないと』ということは、

もし、この中で早く決心されないとなると、多分、病院の中から医師の離脱という

のは、どんどん起こってくるでしょうし、そうなると、病院が存続できなくなる。

病院が存続できなくなると、じゃあ半田に行けばいいかとなると、半田の方も常滑

の救急を受け入れる体制は全然ありません。知多市民もないです。そうなると、非

常に大きな医療パニックというのが起こると思います。だから、なるべく早期に決

心というか、どういう方向でやるかということを、決断しないといけないのではな

いかと思います。僕としては今、精一杯２４時間の救急体制を維持しようと努力し

ているのですが、それが、早く市民病院を造るということが、結論できないとなる

と、もうそれは、潰れてしまうだろうと。そうなった時の大変さというか、それを

考えていただきたいという風に思います。 

そんな脅しみたいなことを、最後に言うのですが、でも、本当にそうなるというこ

と。今までは、病院があって、みんな、のほほんとして生きてきたと思うのですが、

それは、裏返しで言うと、ここで威張るのですけど、僕ら医療従事者が一生懸命や

ってきたからそうなっているのですね。それを考えていただきたい。それが、今こ

こで、それに対するやっぱり一つの、まぁ報酬というか、そんな言い方をしてはい

けないのですが、やはり、病院を建てていこうというようなことを決意していただ

かないと、大変な事になりますよということを、僕は最後の言葉として、脅しとし

て言っておきたいと思います。事務長は、本当はこんなことを言っちゃいけないと

言ったかもしれないけれども、このあり方検討委員会の委員長としては、どうして

も言いたいと思います。 

では、こんなところで、終わろうかと思います。どうもありがとうございました。 

 

閉会 午後３時１０分 


